
第１号様式（第２関係）

マンション管理計画認定申請　申請書類チェックリスト

No 提出書類 備考
自主
点検

県審査

1 申請書類チェックリスト（本紙）

2 申請書

3
管理計画の認定の申請を決議した集会（総会）の議事録

の写し

4
管理者等を選任することを決議した集会（総会）の議事
録の写し

管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその
定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類（理
事会の議事録の写し等）

5 監事を置くことを決議した集会（総会）の議事録の写し 同上

6
認定申請日の直近に開催された集会（総会）の議事録の
写し

年１回集会を開催できなかった場合は、措置が図られたことが
確認できる書類を添付

7 管理規約の写し

8

9
当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納してい
る修繕積立金の額を確認することができる書類

10 長期修繕計画の写し
①マンションの除却その他の措置の実施が予定されている場合
は、その実施時期が議決された総会の議事録の写し等を添付

12

組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備える
とともに、年一回以上更新していることを確認すること
ができる書類（これらの名簿を備えるとともに、年一回
以上更新していることに関する表明保証書等）

（注）認定申請は、マンションの管理組合の管理者等（管理組合理事長等）が代表して行う必要があります。
権限の無い方からの申請は受け付けられません。申請の対象となるのは、千葉県内の町村に所在するマンションです。

以下太枠内を御記入ください。

【県への直接申請（新規・更新）用】

マンションの名称

認
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11
当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した
総会の議事録の写し

管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその
定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更した
ことを証する書類

(1)管理組合の運営

（3）管理組合の経理

(2)管理規約

（4）長期修繕計画の作成及び見直し等

認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会に
おいて決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書

直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度におけ
る集会において決議された収支予算書

以下の書類を順番に並べたものを一部、持参又は郵送してください。なお、提出前に自主点検（☑）が必要です。

（5）その他

②修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合
は、専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の
理由書を添付


